
平成31年4月24日 （水）
宮崎政久議員（自民）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

1問法科大学院の修了と司法修習の開始との円滑な接
続によってギヤップタームを解消するには， 司法試
験の実施時期は夏が相当と考えるが，今回の法案の
立案を担当する立場からどのように考えているの
か，法務当局に問う。

〔課題の位置付けと現時点での認識〕

司法試験の実施時期は，法令で規定する事項ではなく，最

終的には司法試験委員会の決定事項であり，現時点で方針は

決定していない。

もっとも，今回の制度改革による新しい司法試験の実施時

期は，法曹志望者や法学教育関係者にとって非常に関心が高

い事項であることは認識しており，法案成立後に設置する予

定の関係省庁，教育関係者，法曹実務家等を構成員とする会

議体において検討することとしているが，今回の法改正の立

案を担当する立場としては，法科大学院における教育の実施

を阻害せず，法科大学院教育と司法試験との有機的連携を図

る等の観点から， 「一つの選択肢」 として，現状の5月実施を

後倒しして，

ある。

夏頃の実施とすることを想定しているところで

（参考）

○司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）
（司法試験委員会の設置及び所掌事務）

第十二条法務省に， 司法試験委員会（中略）を置く。
2 委員会は，次に掲げる事務をつかさどる。

一司法試験及び予備試験を行うこと。
二～四 （略）

3 委員会は，その所掌事務を行うため必要があると認めるとき
は，関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し，必要な資
料の提供その他の協力を求めることができる。
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平成31年4月24日 （水）

宮崎政久議員（自民）
衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

2問ギャップタームの解消の観点から，法科大学院課
程と司法修習の接続についてどのように考えている

のか，法務当局に問う。

〔前提〕

今回の法案による法改正後の司法修習の開始時期について

は，最終的に最高裁判所において定められるべき事柄であり，

その前提となる新たな司法試験の実施時期についても，今後

検討し，最終的には司法試験委員会において決定される事項

であって，現時点では決まっていない。そのため，今回の法

案を踏まえて具体的に司法修習の開始時期がどのようになる

のかについて申し上げることは，困難である。

〔現行制度より早い時期に司法修習を開始する方向〕

もっとも， （ご指摘のとおり）現行制度においては，法科大

学院修了受験資格の場合， 3月に法科大学院を修了した者が，

5月に司法試験を受験し，その合格を経て11月末に司法修

習を開始するまでに，最短でも約8か月間の無職の空白期間

(いわゆるギヤップターム）が一律に生じているところであ

る（注)。

法科大学院在学中受験資格の導入により，法科大学院を経

由して司法試験を受験しようとする者の時間的・経済的負担

の軽減を図るという観点からは，法科大学院在学中受験資格

で司法試験を受験し， これに合格した者が，法科大学院修了

後，現行制度よりも早い期間内に司法修習を開始できるよう

にすることが不可欠であると考えている。

(注）現在においては， 司法修習は，法科大学院修了後8か月後の
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毎年1 1月末に開始し，翌年12月中旬に終了している。

〔結論一負担軽減に向けた必要な取組を進める〕

法務省としては， 司法試験の実施時期や司法修習の開始時

期など法改正が実現した後の新たな法曹養成制度の運用につ

いては，文部科学省や最高裁判所などの関係機関や教育関係

者等とも十分に協議して対応してまいりたい。

（参照条文）

○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）

第六十七条（修習・試験） 司法修習生は，少なくとも一年間修習を

した後試験に合格したときは，司法修習生の修習を終える。

2 司法修習生は， その修習期間中，最高裁判所の定めるところによ

り，その修習に専念しなければならない。

3 前項に定めるもののほか， 第一項の修習及び試験に関する事項は

最高裁判所がこれを定める
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平成31年4月24日 （水）

宮崎政久議員（自民）
衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

3問法科大学院教育と連携した司法試験の在り方に関
する検討は， どのような検討枠組みで行うことを予
定しているのか。

また，かかる会議体の法律上の設置根拠は何か，
法務当局に問う。

〔法改正後の設置される予定の会議体の検討枠組み〕

司法試験の在学中受験を認めるに当たっては，法学部との連

携を含む法科大学院における教育課程の見直しに加えて，法

科大学院教育課程と司法試験との適切な連携が必要と考えて

いる。

そこで，法案成立後に設置することを検討している会議体に

おいて， 司法試験が，裁判官，検察官又は弁護士となろうと

する者に必要な学識・能力を判定するものであるという位置

付けに変更がないことを前提としつつ，法科大学院教育と連

携した司法試験の在り方について， （先ほど申し上げた）関係

省庁のほか，大学関係者や法曹実務家等を構成員とする会議体

において検討が行われるものと考えている。

〔会議体の法令上の設置根拠〕

また， この会議体については，今回の連携法改正により新

たに規定する「法務大臣及び文部科学大臣は， …法曹の養成

に関する事項について，相互に協議を求め，又は大学その他

の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる」 と

の連携法新13条や， 司法試験委員会に委員を補佐する幹事

を置くことができるとする司法試験委員会令6条等が法令上

の設置根拠になるものと考えている（注)。
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(注）なお， 司法試験の実施時期を始めとする司法試験の実施に関す

る事項については， 司法試験委員会の決定事項であり （司法試験

法12条2項1号)，その意味では，かかる事項を検討する会議体

については， 司法試験委員会の所掌事務を定める司法試験法12

条2項1号も根拠となり得る。

(参考）

○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 （平成

十四年法律第百三十九号）

（法務大臣と文部科学大臣との関係）

第十三条 （略）

2～3 （略）

4法務大臣及び文部科学大臣は，法科大学院における教育と司法

試験との有機的連携を確保するため，必要があると認めるときは，

法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する

事項について， 相互に協議を求め， 又は大学その他の法曹の養成

に関係する機関の意見を聴くことができる。

○司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）

（司法試験委員会の設置及び所掌事務）

第十二条法務省に， 司法試験委員会（中略）を置く。

2 委員会は，次に掲げる事務をつかさどる。

一司法試験及び予備試験を行うこと。

二～四 （略）

3委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは，

関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し，必要な資料の提

供その他の協力を求めることができる。
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平成31年4月24日 （水）

宮崎政久議員（自民）
衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

4問予備試験制度の在り方については，今後， どのよ
うに検討していくのか，法務当局に問う。

〔推進会議決定〕

（予備試験は，経済的事情や既に実社会で十分な経験を積

んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者にも法

曹取得のための途を確保するためのものであるところ, ）平成

27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定においては，予

備試験の在り方について， 「平成30年度までに行われる法科

大学院の集中的改革の進捗状況に合わせて，法務省において，

予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を制約することなく，

かつ，予備試験が法曹養成制度の理念を阻害することがない

よう，必要な制度的措置を講ずることを検討する」 とされて

いる。
－

〔結論〕

(今般の法案における予備試験の見直しは，法科大学院改革の

一環として，法科大学院課程において，選択科目相当科目の

履修義務付けを行うなどの教育見直しがされることを踏まえ，

その付随的･派生的な改正として，予備試験の論文式試験に

選択科目を導入するものである｡）

喫緊の課題である法曹志願者の回復に向けて， まずは，法科

大学院改革を中心とする今般の法曹養成制度改革をしっかり

と進めることが最優先であり，予備試験の在り方については，

今般の制度改革の実施状況等を踏まえ，必要な検討を行って

まいりたい。

(参考資料）法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）



宮崎政久議員4問参考資料
法曹養成制度改革の更なる推進について(抜粋）

法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

(墨撫曇鯛
第4 司法試験

1 予備試験

予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により

法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保するためのものである

ところ、出願時の申告によれば、毎年の予備試験の受験者の過半数を占める無職会

社員、公務員等といった者については、法科大学院に進学できない者あるいは法科大

学院を経由しない者である可能性が認められ、予備試験が、 これらの者に法曹資格取

得のための途を確保するという本来の制度趣旨に沿った機能を果たしていると考えら

れる。他方で、予備試験受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占める上、予備

試験合格者の多くが法科大学院在学中の者や大学在学中の者であり、 しかも、その人

数が予備試験合格者の約8割を占めるまでに年々増加し、法科大学院教育に重大な影

響を及ぼしていることが指摘されている． このことから、予備試験制度創設の趣旨と

現在の利用状況がかい離している点に鑑み、本来の趣旨を踏まえて予備試験制度の在

り方を早急に検討し、その結果に基づき所要の方策を講ずるべきとの指摘がされてい

る。

これらを踏まえ、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を

堅持する観点から、法科大学院が期待されている当初の役割を果たせるようにするた

め、前記のとおり、平成30年度までに、文部科学省において、法科大学院の改革を集

中的に進めるものとする。他方、法務省において、法科大学院を経由することなく予

備試験合格の資格で司法試験に合格した者について、試験科目の枠にとらわれない多

様な学修を実施する法科大学院教育を経ていないことによる弊害が生じるおそれがあ

ることに鑑み、予備試験の結果の推移等や法科大学院修了との同等性等を引き続き検

証するとともに、その結果も踏まえつつ予備試験の試験科目の見直しや運用面の改善

なども含め必要な方策を検討し、法科大学院を経由することなく予備試験合格の資格

で司法試験に合格した者の法曹としての質の維持に努めるものとする。また、司法試

験委員会に対しては、予備試験の実態を踏まえ、予備試験の合格判定に当たり、法科

大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を損ねることがないよう配

慮することを期待する‘ さらに、平成30年度までに行われる法科大学院の集中的改革

の進捗状況に合わせて、法務省において､予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を

制約することなく、かつ、予備試験が法曹養成制度の理念を阻害することがないよう、

◎
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需甦
（対大臣。

4月24日

政務官）
･文科委

司法法制部作成

宮崎政久議員（自民）

〔今回の法案について〕

今回の法案は，近年，法曹志望者数が大幅に減少

している中，質。量ともに豊かな法曹を輩出するた

めの改革を進めることが喫緊の課題となっている現

状を踏まえ，法曹養成の中核的な教育機関である法

科大学院教育の充実を図り，高度の専門的な能力及

び優れた資質を有する法曹となる人材の確保を推進

することを目的とするものである。

法務省としては， まずは，今般の法案により，法

科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制

度改革をしっかりと進めることが最優先であると考

えており，法案成立後においても，法律の施行に向

けて， 引き続き，文部科学省や最高裁判所はもちろ

ん， 日本弁護士連合会や法科大学院協会といった関

係機関等とも緊密な連携を取りながら，全力で取り

組んでまいりたい。

〔必要な取組の継続〕

また，平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会

議決定（注1）では，法曹志望者数の回復に向けて，

」

5問今後の法曹養成
て ， 法務副大臣に

制度改革に向けた決意につい
笥う ◎



法科大学院改革のほか，法曹有資格者の活動領域の

拡大，法曹人口の在り方，司法試験の在り方の検討

等の取組を進めるとされている。

法務省としては，関係機関等と連携しつつ，法曹

有資格者の活動領域の拡大に向けた取組など，法曹

志望者の回復に向けて必要な取組を引き続きしっか

り進めていきたいと考えている (注2)二〕

(注1）平成25年9月，閣議決定に基づいて設置された
会議であり，内閣官房長官，法務大臣，文部科学大臣，
総務大臣，財務大臣，経済産業大臣の関係6大臣で構成
されていた（平成27年7月設置期限満了)。
(注2）具体的には， これまで，
①文部科学省に設置された中教審法科大学院等特別委
員会に，担当者が委員として参加して，法科大学院改
革について検討を行い，
②文部科学省とともに，法曹養成制度改革連絡協議会
（最高裁判所， 日本弁護士連合会も参集）を開催して，
それぞれの取組の進捗状況等を共有するとともに，活
動領域の拡大のための協議等を行い，
③司法試験及び予備試験について，その結果の分析や，
法学部生や司法修習生に対するアンケート調査を行う
などの取組を行ってきた。

【責任者;司法法制部司法法制課福原課長内線■■携割

2
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平成31年4月24日 （水）
中野洋昌議員（公明）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

〔前提及び課題〕

司法試験の実施は， 司法試験委員会に委ねられているところ

である。

もっとも，今回の制度改革による新しい司法試験では，在学

中受験資格を新たに導入することとしており， 司法試験の実

施時期の点や，今回の法案が選択科目を引き続き存置するこ

ととしていることとも関連し，法科大学院教育課程と連携で

きるか，法科大学院生の学習到達度は確保されるかといった

課題が指摘されているところである。

〔司法試験の在り方を検討する会議体〕

そこで，法務省としても，改正法案が成立すれば，法科大学

院教育と連携した司法試験の在り方について， 司法試験委員

会とも連携した， しかるべき会議体を速やかに設置して，検

討を進めていくことを予定している。

その会議体においては，法科大学院の新たな教育課程の内容

やカリキュラム編成，学生の学習到達度等の議論と並行して，

関係者の協議により， 司法試験の実施時期を含め， 司法試験

の在り方について必要な検討が行われるものと考えている。
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平成31年4月24日 （水）
中野洋昌議員（公明）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

2問新たな会議体では， 司法試験の在り方について，
関係者の意見を十分に聴いた上で検討が進められる
べきと考えるが，法務当局の見解を問う。

1 （先ほども述べたとおり）法案が成立すれば，法務省と

しては，法科大学院教育と連携した司法試験の在り方につ

いて， 司法試験委員会とも連携した， しかるべき会議体を

設置して， 関係省庁のほか，教育関係者や法曹実務家等を

構成員として，検討を進めていくことを予定している。

2 その会議体においては，例えば，

①迭科大学院の教育現場・カリキュラムの現状，

②捗曹となろうとする者に必要とされる学識・能力など

を踏まえた新たなカリキュラム編成の内容

等の事項を含め，関係者の意見も十分に聴いた上で，在学

中受験の実施を念頭に置いた法科大学院教育と連携した司

法試験の在り方について，検討がされていくものと考えて

いる。

1



人事課作成

4月24日 （水）衆・文科委 黒岩宇洋議員（立憲）

想定1問司法試験の合格者決定における評価の方法につき，

法務当局に問う。

(答）

司法試験における合格者の判定は，実際の試験結果に基づ

き，法曹になろうとする者に必要な学識及びその応用能力の

有無の観点から，司法試験考査委員の合議によって行われ，

この判定に基づいて， 司法試験委員会において合格者が決定

されるものと承知。

（参考）

○司法試験法

第1条（司法試験の目的等）

第1項

司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要

な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的と

する国家試験とする。

第8条（合格者の決定方法）

司法試験の合格者は司法試験考査委員合議による判定に基づき，

予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に

基づき，それぞれ司法試験委員会が決定する。



平成31年4月24日 （水）
黒岩宇洋議員（立憲）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

想定2問法曹志願者が激減している理由につき，法務
当局に問う。

〔前提〕

・ 法曹志望者数については，法科大学院の入学志願者数が，

上．－クであった平成16年の7万2， 800人から，平成3

0年は8， 058人となるなど，大幅に減少している。

（参考1）平成30年度入学者選抜実施状況

志願者数 8,058人（前年度比▲102人(Al.3%))

入学者数 l,62]人（前年度比▲83人(A4.9%))
定員充足率0．70 （前年度比十0.04）

競争倍率 2．06 （前年度比十0.05）

〔法曹志望者減少の理由〕

・ 法曹志望者数の減少の理由については，平成27年6月

の法曹養成制度改革推進会議決定では，法科大学院全体と

しての司法試験合格率や法曹有資格者の活動の場の拡がり

などが，制度創設当初に期待されていた状況と異なるもの

となっているといった要因が指摘されている。

． また，昨年，法務省が文部科学省と共同で実施した法学

部生に対する法曹志望に関するアンケートにおいても，法

曹志望に当たっての不安として，①司法試験に合格できる

かどうか自分の能力に自信がない，②法曹等としての適性

があるか分からない， ③他の進路にも魅力を感じている，

④大学卒業後法科大学院修了までの経済的負担が大きいこ

となど様々な点が挙げられているところ。

〔結論〕

・ 法曹志望者の減少については，

しているものと考えている。

これら複数の要因が影響

1



平成31年4月24日 （水）

黒岩宇洋議員（立憲）
衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

・ 法務省が平成28年に実施した調査によれば，弁護士登録

1年目の弁護士の所得の平均値は327万円である。

・ 他方， これに先立ち， 「法曹の養成に関するフォーラム」

（注1）が平成23年に実施した調査によれば， 同じく弁護

士登録1年目の弁護士の所得の平均値は，新司法試験合格後

に司法修習を終えたいわゆる新62期の弁護士につき546

万円， ｜日司法試験合格後に司法修習を終えたいわゆる旧62

期の弁護士につき570万円である （注2)。

・ それぞれの調査については，調査票の回収率に約3倍程度

の差があるといった違いもあり （注3），一概に単純比較で

きるものではないが，平成28年当時の状況としては，弁護

士の平均的な所得が減少傾向にあったものと考えられる。

（もっとも，近年は，弁護士の就職状況が改善しており，弁

護士の所得の減少傾向が現在もなお続いているかは明らかで

ない｡）

． また， （先ほど述べた）昨年，法務省が文部科学省と共同

で実施した法学部生に対する法曹志望に関するアンケートに

おいては，法曹志望に当たっての不安として， （先ほど述べ

た点のほか) ， 司法試験に合格できても，就職後の収入面に

不安があるといった点も挙げられているところである。

． このように，弁護士の所得・収入に関する状況も，法曹

志望者の動向に影響を及ぼす事情の一つと考えられるとこ

ろであるQもっとも，法曹志望者の減少については，それ

以外にも （先ほど述べたとおり， 司法試験合格率や法曹有

1



資格者の活動の場の拡がりなどが，制度創設当初に期待さ

れていた状況と異なるものとなっていることなど）複数の

要因が影響しているものと考えている。

(注1 ）法曹の養成に関する制度の在り方について検討を行うため，
内閣官房長官，総務大臣，法務大臣，財務大臣，文部科学大臣及

び経済産業大臣の申合せにより開催された。

(注2）弁護士の経済状況調査

○平成23年（法曹の養成に関するフォーラムによる調査）

登録1～1 5年目収入の平均値 l,968万円

所得の平均値 l,036万円

登録1年目 収入の平均値 777万円（新62期）

780万円（旧62期）

所得の平均値 546万円（新62期）

570万円（旧62期）

所得の中央値 480万円（新62期）

524万円（旧62期）

平成28年（法務省による調査）

登録1～］ 5年目収入の平均値

所得の平均値

登録1年目 収入の平均値

所得の平均値

所得の中央値

○

1,491万円

716万円

568万円

327万円

317万円

(注3）平成28年調査における調査票の回収率

平成23年調査における調査票の回収率

％
％
１
４

０
０

７
３

３
１

2



平成31年4月24日 （水）

村上史好議員（立憲）

衆・文科委員会

対法務当局（人事課）

1問平成30年司法試験における法科大学院課程終了の
資格に基づく受験者の合格者数及び合格率について，
法務当局に問う。

〔結論〕

○平成30年司法試験について

法科大学院課程修了の資格に基づく受験者の

・合格者数は， 1， 189人

・合格率は， 24． 75％

である。

(参考）司法試験の受験状況について

○平成30年

［受験者全体］

受験者5， 238人合格者1 ，

［法科大学院課程修了者］

受験者4， 805人合格者1 ，

［予備試験合格資格者］

受験者 433人合格者

(直近5年間）

525人(合格率29． 1 1％）

189人(合格率24． 75％）

336人(合格率77． 60％）

○平成29年

［受験者全体］

受験者5， 967人合格者1 ，

［法科大学院課程修了者］

受験者5， 567人合格者1 ，

［予備試験合格資格者］

受験者 400人合格者

543人(合格率25． 86％）

253人(合格率22． 51％）

290人(合格率72． 5（)％）

1



○平成28年

［受験者全体］

受験者6， 899人合格者1 ，

［法科大学院課程修了者］

受験者6， 517人合格者1 ，

［予備試験合格資格者］

受験者 382人合格者

583人(合格率22 95％）

348人(合格率20 68％）

235人(合格率61 52％）

○平成27年

［受験者全体］

受験者8, 016人合格者1 ,

［法科大学院課程修了者］

受験者7， 715人合格者1 ，

［予備試験合格資格者］

受験者 301人合格者

850人(合格率23 08％）

664人(合格率21 57％）

186人(合格率61 79％）

○平成26年

［受験者全体］

受験者8， 015人合格者1 ，

［法科大学院課程修了者］

受験者7， 771人合格者1 ，

［予備試験合格資格者］

受験者 244人合格者

810人(合格率22． 58％）

647人(合格率21 19％）

163人(合格率66 80％）

2



平成31年4月24日 （水）
村上史好議員（立憲）

衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

/て， 司法試験について，

を出しているのは，国民0
あるのではないか、法務皇

・ 法曹需要を踏まえた適正な法曹人口の在り方については，

様々な意見があると承知している。

・ 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定では，

法曹人口の在り方について，法曹の需要や供給状況を含め

た法曹人口調査の結果等を踏まえた上で，新たな法曹を年

間1， 500人程度は輩出できるよう，必要な取組を進め，

更にはこれにとどまることなく，社会の法的需要に応える

ため， より多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指す

べきとされている。

・ 法務省としては， この推進会議決定を踏まえ，関係機関

・団体の協力を得ながら，裁判事件数の推移，国の機関や

地方公共団体に在籍する弁護士数の推移，企業内弁護士数

の推移など，法曹需要を踏まえた法曹人口の在り方に関す

る必要なデータ集積（注）を継続して行っているところ，

現時点において，法曹人口の輩出規模に関するこの推進会

議決定の内容と異なる新たな指針を設定する状況にはない

と認識しているが， 引き続き， あるべき法曹の輩出規模に

ついて検討してまいりたい。

(注）そのほか，集積しているデータとしては， 司法試験及び司法試

験予備試験の受験者数．合格者数の推移，法科大学院志願者数．入学

者数．修了者数の推移，弁護士登録者数及び登録取消者数の推移等の

データがある。

1



(参考）法曹人口調査報告書（平成27年4月20日）

○平成25年5月の法曹養成制度検討会議取りまとめを是認し

た同年7月の法曹養成制度関係閣僚会議決定に基づいて， 内閣

官房法曹養成制度改革推進室が行ったもの。

○法曹や法的サービスに対する需要（注1） と， これらの住趙

状況（注2）を調べ， さらに，質の維持の観点も踏まえ，法曹

養成課程における法曹輩出状況に対する調査も行った。

(注1 ）法曹や法的サービスに対する市民や企業地方自治体な

どの意識に関するアンケート調査や， 国の行政機関等におけ

る法曹有資格者の採用の現状に関する調査を実施。裁判事件

数を分析。

(注2） 日弁連が平成26年にかけて行った「65期. 66期会

員に対する就業状況等に関するアンケート結果」 「弁護士実

勢調査」の結果を分析。司法アクセスの状況や法曹有資格者

の活動領域の拡大状況に関する各種のデータを分析。

法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

法曹人口調査報告書概要（平成27年4月20日）

(参考資料1）

(参考資料2）

2



村上史好議員 2問参考資料1

法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

(墨雛晶鯛
第2 今後の法曹人口の在り方

新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量と

もに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の1:でこれまで直

近でも1,800人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、 こｵLより規

模が縮小するとしても、 l,500人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更には

これにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるた

めに、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指

すべきである。すなわち、引き続き法科大学院を中核とする法曹養成制度の改革を

推進するとともに、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容

易化等に必要な取組を進め、 より多くの有為な人材が法曹を志望し、多くの質の高

い法曹が、前記司法制度改革の理念に拾って社会の様々な分野で活躍する状況にな

ることを目指すべきである。

なお、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針は、法曹養成制度

が法曹の質を確保しつつ多くの法曹を養成することを目的としていることに鑑み、

輩出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留意する

必要がある。

法務省は、文部科学省等関係機関・団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に

関する必要なデータ集積を継続して行い、高い質を有し、かつ、国民の法的需要に

十分応えることのできる法曹の輩出規模について、引き続き検証を行うこととする。



平成27年4月20日
内閣官房法曹養成制度改革推進室法曹人口調査報告書’

○需要

慨要

0供給 O法曹養成課程

I囮市民G弁護士に対する需要を有する市民薦がー定程度存在(依頼を
考えたｶｻ銭頁しなかった層に含まれる｡）
●弁護士による対応力泌要な法的需要となる分野の存在僑齢
になり､財産を篇理できなくなったとき〔高齢者の需要]など）
●弁護士へのアクセス改善による需要増加の可#誰あり
●社会の複雑化・紛争案件の複雑化に伴う専門家としての弁護
士への需要増加の可能性あり

●弁護士謎用（事案により〔離婚など〕・弁謹士費用を低くする
と依頼意欲が高まる傾向）…･基準の明瑚上と適切なｲ癖開示
が需要を高めるための課題

囮司法修習終了者の就業状況
●司法修習終了直後の就業状況(裁判官92～101人.検察官
72～82人，弁護士1,248～1,370人．修習終了時の弁護士
未登録者546～570人）

●修習終了から1年後の進路未定・不明者は30人程度

●実際に就職の困錐さが生じている者は新たに弁誕士登
録をしようとする者の一部に限られている可肯獣生

■
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
■
１
１
４

供給（新た

な淺曹）を

生み出す

法的需要

への対応 ‘1

ｑ
Ｄ
Ｉ
ａ
■
ｒ囮司法試験壼備試験受験｡合格状況

●予備試験受験者数の増加呼成23年6,477人今平成26年
10.347人）

●最終合桧者数の増加後,横ばい(平成28年116人今平成25
年351人，平成26年356人）

囮弁護士の実地修練｡職務経験(OJT)
●新規登録時の就業形態(勤務弁護士螺6”､軒弁的796，
即独立49句

●実地修練ないし職務経験を菰むための事件処理の指導機

会(OJT) ･ ･･こうした機会がある者は&縄5%。こうした

機会の不足により困ったことがある者は.裁判手続の不
備を生じたもの（的16”）を含めて職β6％,困ったことが

なし雷l虫砺1％

●OJTの機会は垂要であるが．望ましいOJTの確保を

理由に新鏡法曹数を減少させるかについて検討の余地あ
り

■
ｊ
１
１
１
１
１

L ノ

囮企業 一一

I 可

囮司法試験溌里合格状況●弁護士の利用縦会の増加傾向（5年前から増加したとの回答

"3WW"2%[大鐸/中小企業〕｡将来の利用l勤ﾛとの回答
jg59%/E34%[同上〕･大企業ほど今後も弁護士に対する需
要力増加する期待あり）

●弁護士利用を希望する業務（契約書作成．コンブライアンス
など）について．需要が認められる可調生あり

●司法試験の受験者数は．やや減少する傾向力境える（平
鯉3蕊,765人〔最大画．平嘩6年8,015人』．
⑲司法試験の合格者数はおおむね1,800～2.100人程度(平
侃迩6年141,810人〕。

●法科プ謂暁修了者の司法試験受験者数は減少｡合格率は
平成23年を底に上昇に転じたが，平鯉6年は低下〈平成
26年21.19粥)。
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囮弁護士の事件数収入｡所得
●平成18～26年の取扱事件数の減少傾向(取扱事件の多い
弁謹が減少。少ない嬬延助囎加｡）

●平成18～26年の収入･所得の減少傾向（申告所得§鮖卯
～1,000万円未満の者力畷灸1.0”万円以上の者が減少。
1，”0万円未満の者力q鋤ﾛ｡）
一

囮司法修習生の採用･終了状況－、I四自治体｡国 ●新修習では，司法試験合格者数よりも当該年度の司法修
習生採用者数の方力坪均45人少ない。

●考試(二回試験）不合格者数賎新司法試験ｶﾐ実施され
てから数年は増加したが.その後I剣0人程度

●弁護士の利用磯会の増加傾向（5年前から増加したとの回答

鯛896．将来利用が増加する（特に顧問弁護士）との回答
鞠71％｡）

●法曹有溌格者の採用状況は87人(平成27年3月）にとどまる｡
採用に消極的な回答も多い蜜
●国の行政機関における弁護士毒艤者数のj勘ロ

ノ１

囮弁護士の活鯲鰄蝿織内弁瞳士の採用状況）
●国・自治体･福祉．企業海ﾀ握開の分野で活動郷或を
拡大させる取組（特に企業内弁護士の増加〔平成17年．”
68社123人今平成26年6月･･619社1.179人〕）

L

囮司法ｱｸｾｽの状況
●弁証士数増加．日弁連ひまわり基金公設事務所,法テラ

ス司溢箇溺t域対応事務所の設置
一弁護士ゼロ．ワン地譲支部数の減少（平成5年7月･…

ゼロ50．ワン24今平鯉6年10月…ゼロO･ワン1)」

恩Ⅱ

●適1鐘鵡隻受験者の減少〈各年度平均約17”ずつ軸）

e法科大学院入試受験者数･入学者数の減少（平成26年度
受験者数10267人.入篝議2272人)鋤法単未修者の減少
幅力吠きい〃

適性試験受験/法科大学院入学状況

』

●民事事件は減少傾向だが.過払金返還請求事件の影響を除く
と．その程度は微減｡謡勺に直接関連するものが減少.損害

賠償に関運する事件(弁護士関与率が高い｡）力贈加。
●刑事事件は減少傾向

●家事事件は一部(家事審判剰判で増加傾向

裁判事件数



衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）

村上史好議員（立憲）

3問予備試験を導入した趣旨・ 目的は何か，法務当局
に問う。

〔趣旨・目的〕

予備試験は，経済的事情や既に実社会で十分な経験を積ん

でいるなどの理由により，法科大学院を経由しない者にも法

曹資格取得のための途を確保するためのものである。

したがって，予備試験は， 司法試験を受けようとする者が

法科大学院の課程を修了したものと同等の学識及びその応用

能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうか

を判定することを目的として実施され，法科大学院課程修了

者との同等性を確認する試験と位置付けられるものである。

(参考資料）法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

1



村上史好議員 3～5問参考資料

法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

{墨蝋皇鯛
第4 司法試験

1 予備試験

予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により

法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保するためのものである

ところ、出願時の申告によれば、毎年の予備試験の受験者の過半数を占める無職、会

社員、公務員等といった者については、法科大学院に進学できない者あるいは法科大

学院を経由しない者である可能性が認められ、予備試験が、 これらの者に法曹資格取

得のための途を確保するという本来の制度趣旨に沿った機能を果たしていると考えら

れる。他方で、予備試験受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占める上、予備

試験合格者の多くが法科大学院在学中の者や大学在学中の者であり、 しかも、その人

数が予備試験合格者の約8割を占めるまでに年々増加し、法科大学院教育に重大な影

響を及ぼしていることが指摘されている。 このことから、予備試験制度創設の趣旨と

現在の利用状況がかい離している点に鑑み、本来の趣旨を踏まえて予備試験制度の在

り方を早急に検討し、その結果に基づき所要の方策を講ずるべきとの指摘がされてい

る。

これらを踏まえ、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を

堅持する観点から、法科大学院が期待されている当初の役割を果たせるようにするた

め、前記のとおり、平成30年度までに、文部科学省において、法科大学院の改革を集

中的に進めるものとする。他方、法務省において、法科大学院を経由することなく予

備試験合格の資格で司法試験に合格した者について、試験科目の枠にとらわれない多

様な学修を実施する法科大学院教育を経ていないことによる弊害が生じるおそれがあ

ることに鑑み、予備試験の結果の推移等や法科大学院修了との同等性等を引き続き検

証するとともに、その結果も踏まえつつ予備試験の試験科目の見直しや運用面の改善

なども含め必要な方策を検討し、法科大学院を経由することなく予備試験合格の資格

で司法試験に合格した者の法曹としての質の維持に努めるものとする．また、司法試

験委員会に対しては、予備試験の実態を踏まえ、予備試験の合格判定に当たり、法科

大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を損ねることがないよう配

慮することを期待する。 さらに、平成30年度までに行われる法科大学院の集中的改革

の進捗状況に合わせて、法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を

ことなく、かつ、予備試験が法曹養成制度の理念を阻害することがないよう、制約する

必要な制度的措置を講ずることを検討する。

- 1 -



衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）

村上史好議員（立憲）

4問予備試験の現状は，本来の趣旨・目的に沿うもの
となっているのか，法務当局に問う。

〔現状の認識〕

（予備試験制度の趣旨・ 目的は，先ほど述べたとおりで

あるが, ）予備試験制度については，平成27年6月の法曹

養成制度改革推進会議決定において， 「出願時の申告によれ

ば，毎年の予備試験の受験者の過半数を占める無職会社

員，公務員等といった者については，法科大学院に進学で

きない者あるいは法科大学院を経由しない者である可能性

が認められ，予備試験が， これらの者に法曹資格取得のた

めの途を確保するという本来の制度趣旨に沿った機能を果

たしていると考えられる｡」 とされている一方，予備試験受

験者の半数近くを法科大学院や大学生が占める上 予備試

験合格者の多くが法科大学院在学中の者であるなど，劃墜

創設の趣旨と現在の利用状況がかい離しているとの指摘も

されているところである。

(参考資料）法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）

1



衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）
村上史好議員（立憲）

5問予備試験の抜本的な改革についてどのように考え
ているのか，法務当局に問う。

〔推進会議決定〕

平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定において

は，予備試験の在り方について， 「平成30年度までに行われ

る法科大学院の集中的改革の進捗状況に合わせて，法務省に

おいて，予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を制約する

ことなく，かつ，予備試験が法曹養成制度の理念を阻害する

ことがないよう，必要な制度的措置を講ずることを検討す

る」 とされている。

〔結論〕

喫緊の課題である法曹志願者の回復に向けて，まずは，法科

大学院改革を中心とする今般の法曹養成制度改革をしっかり

と進めることが最優先であり，予備試験の在り方については，

今般の制度改革の実施状況等を踏まえ，必要な検討を行って

まいりたい。

(参考資料）法曹養成制度改革の更なる推進について（抜粋）
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衆。文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）
中川正春議員（立憲）

1問近年，法曹の質が低下しているのか，低下してい
るとすれば， その原因は何か，法務当局に問う。

1 （委員御指摘の点について）法曹の能力や質そのものを総

体として比較することは，個々の法曹によって活動内容や

事業形態が様々であることに加え，資格取得後の個々の自

己研鐺や実務経験等による面も大きいことなどから，法曹

の質が低下したか否かについて回答することは困難である

と考えている。

2 なお，参考として，法曹に必要な資質，能力を備えている

かどうかを判定する目的で行われている司法修習生の考試，

いわゆる二回試験の不合格者の近年の割合を見ると，大き

な変化はないと承知している（注1）。

また，弁護士及び弁護士法人の数に対する懲戒処分件数の

割合を見ると，平成16年以降概ね0． 2％から0． 3％

で推移しており，少なくとも，法曹人口の増加に伴って懲

戒処分件数の割合が増しているという状況にはない（注

2）。

(注1）二回試験の不合格者数割合等の比較

平成18年度実施の二回試験では，受験者数1， 493人中不

合格者16人（1 ． 1％）である一方で，平成25年度実施の二

回試験では, 2, 077人中43人(2. 1%) ,平成26年度

実施の三回試験では, 2, 015人中42人(2. 1%) ,平成

27年度実施の二回試験では， 1 ， 799人中33人（ 1 ． 8

％) ，平成28年度実施の二回試験では， 1 ， 816人中54人

(3. 0%),平成29年度実施の二回試験では, 1 , 579人

中16人（1 ． 0％)，平成30年度実施の二回試験では， 1 ，

533人中16人(1 . 0%) とほぼ同じ水準である。

1



）弁護士及び弁護士法人の数に対する懲戒処分の件数等

弁護士及び弁護士法人の数に対する懲戒処分数の割合につい

て，平成16年は0． 34％，平成27年は0． 25％，平成2
8年は0． 29%，平成29年は0． 26％で，平成16年以降，
0． 2～0． 3％で推移しており，大きな変化はない。なお，懲

戒処分を受けた弁護士の経験年数について，平成29年では20

(注2）

20年未満の弁護士が47年以上の経験がある弁護士が53人，

人となっている。

（懲戒処分件数）
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衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）

中川正春議員（立憲）

2問予備試験制度を存続させている理由は何か，法務
当局に問う。

（平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定で述べ

られているとおり， ）予備試験制度は，経済的事情や既に実社

会で十分な経験を積んでいるなどの理由により，法科大学院

を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保するため

のものと位置付けられており， そのような法曹資格取得のた

めの途を確保する必要があることが予備試験制度を存置して

いる理由である。

1



衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）
中川正春議員（立憲）

3問法曹三者の収入状況について，法務当局に問う。

・ 法務省では，法曹の収入等を把握することを目的として，

平成28年7月に， 日本弁護士連合会の協力を得て，登

録1年目から15年目までの全弁護士約2万1， 000

人を対象として，書面によるアンケート調査を実施し，

全体として，約37％の回答を得たところである。

その調査結果によれば，

○登録1年目の弁護士の収入の平均値が， 568万円

(○登録5年目の弁護士のうち，新司法試験合格後に司

法修習を終えたいわゆる新63期の収入の平均値が，

1， 360万円）

○登録11年目の弁護士の収入の平均値が，2， 530

万円
一

とされている。

また，裁判官（判事補，判事）及び検事について，地域

手当の支給割合を東京都特別区の20％とする諸手当を含

めた年額は，任官1年目となる判事補10号及び検事18

●

号の場合は約620万円，概ね任官10年以上を経過した

裁判官及び検事は判事8号及び検事8号にそれぞれなり得

るところ，その年額はいずれも約1， 040万円となる。

(参考）弁護士の経済状況調査

○平成28年（法務省による調査）

登録年数 修習期 収

（平均値）

登録1年目 第67期 568万円

得

(中央値）

317万円

所

(平均値）

327万円

入

(中央値）

543万円

1



期
期
期

３
３
７

６
６
５

新
旧
第

登録5年目 1,081万円

1, 135万円

1,926万円

686万円

697万円

1,051万円

1,360万円

1,465万円

2,530万円

572万円

592万円

816万円登録ll年目

3年（法曹の養成に関するフォーラムによる調査）○平成2

登録年数 所

(平均値）

546万円

570万円

1, 107万円

1,938万円

得

(中央値）

480万円

524万円

851万円

1,373万円

修習期 収

（平均値）

777万円

780万円

2, 167万円

3,860万円

入

（中央値）

700万円

736万円

1,700万円

2,709万円

期
期
期
期

２
２
８
２

６
６
５
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新
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第
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衆・文部科学委員会
対法務当局（法制部）

平成31年4月24日 （水）

中川正春議員（立憲）

KホロG4しそ、）ノc

世済

t驍
苛肩

ー▽_ノ勾l

ろ理庄

〔予備試験の位置付け〕

（先ほど申し上げたとおり， ）予備試験は，経済的事情や既

に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により，法科

大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保す

るためのものと位置付けられているものである。

そうすると，予備試験制度は，必ずしも，法曹志願者の経

済的事情のみに着目したものではなく，実社会での経験等に

より，法科大学院における教育に対置し得る資質・能力が備

わっているか， という観点から，経済的事情以外の社会にお

ける経験・経歴等も考慮に入れて，設けられているものであ

る。

〔プロセス教育を経ることによる負担〕

また， （委員ご指摘のように, ）法科大学院における奨学金

制度等の経済的支援策や司法修習における修習給付金制度が

適切に運用されるとしても，プロセス教育である法科大学院

を経るには，少なくとも2年間ないし3年間の教育課程に相

当する相応の時間的・経済的負担が生ずることは不可避であ

る。

〔結論〕

以上のとおり，予備試験制度については， その制度趣旨に

鑑み，法科大学院を経由しないルートとして存置することに，

1



引き続き，合理性があるものと考えている。

（なお，平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定に

おいても，予備試験について， 「出願時の申告によれば，毎年

の予備試験の受験者の過半数を占める無職会社員，公務員

等といった者については，法科大学院に進学できない者ある

いは法科大学院を経由しない者である可能性が認められ，予

備試験が， これらの者に法曹資格取得のための途を確保する

という本来の趣旨に沿った機能を果たしていると考えられ

る｡」 とされており，予備試験制度を存置する合理性は裏付け

られているといえる｡）
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(対大臣｡冨豆王ﾖ･政務官）
4月24日 （水）衆・文科委

司法法制部作成

城井崇議員（国民）

1問裁判官や検察官の採用確保が厳しい理由とそ
の対応策について，法務副大臣に問う。

〔裁判官の採用について〕

検察官については，必ずしも採用確保が困難な状

況にはないが，裁判官については，最高裁半1所にお

いて，近年， その採用確保が厳しい状況にあるよう

に承知している。

〔裁判官の採用確保が厳しい理由〕

その原因として，渉外事務所等を中心とする法律

事務所の大規模化， それに伴う弁護士の採用増を理

由とする採用における競合の激化などがあると聞い

ている。

また，裁判官の場合，全国に均質な司法サービス

を提供するなどのため全国的な異動が不可避である

ことなども考えられる。

〔対応策について〕

対応策として，最高裁判所においては， 司法修習

生に対して，裁判官の職業としての魅力を伝えると

ともに，裁判官の異動の実情等について，正確な情

1

4



報を伝えるよう努めるなど，必要な取組を進めてお

られるものと承知している。」

内線■■携帯 |】司法法制部司法法制課福原課長

2

【責任者：



(対大臣｡冨因ﾖ･政務官）
4月24日 （水）衆。文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔在学中受験に関する検討の経緯〕

法務省では，平成2フ年6月の法曹養成制度改革

推進会議決定を踏まえ，関係機関と連携しつつ， 多

数の有為な人材が法曹を志望することに向けた様々

な取組を進めてきた。

そのような取組に関連し （注1） ， 司法試験制度

については，昨年7月の与党文科・法務合同部会に

おいて，法曹志望者の経済的。時間的負担の更なる

軽減を図るための方策として，法科大学院改革（注

2）を前提として，法科大学院在学中受験の実現を

含む司法試験制度の見直し（注3）を早期に行うべ

きとの指摘がされたところである。

〔結論〕

法務省において， この点について，法科大学院在

学中受験を認める必要性。合理性や， それを実現す

る場合の具体的制度の在り方等の様々な観点から，

法科大学院に関する集中改革の取組を進める文部科

学省と連携しつつ，鋭意検討を行い，法科大学院在

2問法科大学院在学中受験資
の導入を決定したのか，法

各について，誰がそ
審副大庫に問う。



学中受験の導入を含む今般の改正法案を立案し，政

府として法案を閣議決定した上で，国会提出に至っ

たものであるゴー

(注1）法曹養成制度改革推進会議決定に掲げられた検討
課題には，司法試験受験資格の見直しは含まれていない。
(注2）中教審法科大学院等特別委員会において，昨年3
月，法学部に「法曹コース」の設置を奨励し，学部3年
修了時に法科大学院に進学できる仕組みを明確化するな
どの基本的な方向性が取りまとめられた。
これに沿って，文部科学省において，関係法令の改正
も含めた具体的な検討が進められている。
(注3）司法試験の受験資格は，現行司法試験法により，
①法科大学院の課程を修了した者，又は，②司法試験予
備試験に合格した者， とされている

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携詞 ﾛ

2



鰯專白零皐寧羅 司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔前提：現行の司法試験受験資格〕

現行司法試験法では， 司法試験を受験することが

できる者として，①法科大学院を修了した者，②予

備試験に合格した者の2種類が司法試験受験資格と

して定められているところである。

〔法科大学院在学中受験資格導入の趣旨〕

本法案においては，連携法の改正により法科大学

院教育の充実が図られることに伴い，法科大学院在

学中であっても司法試験受験に相応しい一定のしべ

ルの者が養成されることを前提として，更なる時間

的・経済的負担の軽減を図るため，法科大学院課程

の修了を待たずして早期の司法試験受験を可能とす

る法科大学院在学中受験資格を，新たな司法試験受

験資格として認めるものである。

これにより，現行では法科大学院修了後に司法試

験を受験し，合格した場合でも， 司法修習開始まで

約8か月間の無職の空白期間（ギャップターム）が

生ずるが， この期間が短縮又は解消されることにな

る。

且

S問法科大学院在学中受験資
内容について，法務副大臣

各を導入した趣旨。
こ問う 0



〔法科大学院在学中受験資格の内容〕

新たに認める在学中受験資格を取得するために

は，

○法科大学院在学中の者であって，

○所定科目単位を修得し，かつ，一年以内に法科

大学院課程の修了見込みがあることにつき， 当該

大学の学長の認定を受けること

を必要としており，今回の法案が成立した場合に今

後見直しが行われる新たな法科大学院教育課程に沿

って着実に学修した者であれば，法科大学院最終年

次に受験資格を取得することができることを標準的

な運用として想定している｡」

【責任者，司法法制部司法法制課福原課長内線■■携謂 |】

2



零桑
（対大臣．

4月24日

政務官）

・文科委
司法法制部作成

城井崇議員（国民）

4問法科大学院在学中受験資格により司法試験に
合格したが，やむを得ない理由で法科大学院を
修了できなかった場合， 司法修習生となること
ができないのは不当ではないか，法務副大臣に
問う。

〔法科大学院修了を要件とする趣旨〕

現行法上， 司法修習生は， 「法科大学院課程を修

了した者又はこれと同等の学識等を有することを判

定する予備試験に合格した者であって，かつ， 司法

試験に合格した者」の中から採用することとされて

いる。

今般の法案により新たに導入する在学中受験資格

により司法試験を受験し，合格した者についても，

（先ほど述べた）法科大学院課程修了後の司法試験

合格者等と同様の能力及び資質を備えていることを

確保する観点から， 司法修習生として採用されるた

めの要件として，法科大学院課程の修了を要件とし

ているところで ある。

〔結論〕

そうすると，在学中受験資格により司法試験を受

験し，合格した者については， その後，法科大学院

'J



課程を修了しなければ， 司法修習生として採用され
ないこととなる。

これは，①（先ほど申し上げた）法科大学院課程
修了資格により司法試験を受験・合格した者との均
衡という観点からも，②法科大学院を中核とするプ

ロセスとしての法曹養成制度を適切に機能させると

いう観点からも，必要な制度設計であると考えてい
る。

（なお，在学中受験資格で司法試験を受験し，合格
した後に，やむを得ない事情により，法科大学院を

その年度に修了することができなかったとしても、

留年等により，翌年度以降に当該法科大学院の課程

を修了することによって， 司法修習生として採用さ
れることは可能である（注)。したがって，在学中

受験資格で司法試験を受験し合格した者にとって，
過度に酷な結果になるものではないと理解してい

る｡l｣

（注）在学中受験資格により司法試験を受験・合格した
者であっても，その後に法科大学院課程を修了せずに中
退等した者については，プロセスとしての法曹養成課程
を経ていないから，司法修習生となることができないと
してもやむを得ないと考えられる。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯 |】
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蝿要白零睾写妻冨睾 司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔予備試験の受験状況〕

直近の平成SO年の司法試験予備試験の受験状況
によると，

。予備試験受験者1 1 , 136人のうち，

予備試験出願時，すなわち，予備試験受験の前年
度時点での自己申告に基づく属性として，
。大学生が， 3， 16フ人

（受験生に占める割合・

・法科大学院生が, 1 , 298人

28. 4%)

（受験生に占める割合。

となっている。

1 1 ． フ％）

したがって，予備試験受験者のうち， 出願時の属
性として，大学生又は法科大学院生である者が合計
で約4割となっている。

〔予備試験の受験動機の分析〕

大学生又は法科大学院生である者が予備試験を受
験している動機や目的は必ずしも明らかではない

が，迭務省が平成28年に司法修習生を対象として

実施した予備試験に関するアンケート調査では，予

' J

5問予
る実

４
１
●
蒲試験を模擬試験として学生が受験してい
青について，法務畠l1大臣に間乱



備試験を受験した理由として， 「自分に適性がある
か見極めたり，実力を試したり，司法試験の雰囲気＝一

を掴むために有効であると考えたから」 との回答を
－

選択した者が多数に及んでおり， (御指摘のように）

実力を試すために予備試験を受験している者が少な
からずいると推察される。 （もっとも，そのような

目的で予備試験を受験すること自体は，何ら制限さ
れておらず，それをもって直ちに不適当ということ
はできないと考えている｡）

〔結論〕

このような予備試験制度の現状については，平成

27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定におい

ては，その受験者の半数近くを法科大学院や大学生

が占める上，予備試験合格者の多くが法科大学院在
学中の者であるなど，制度創設の趣旨と現在の利用
状況がかい離しているとの指摘がされているとこ ろ
である。

法務省としては， まずは今般の法科大学院改革を
しっかりと進めることが最優先と考えており，予備

－

試験については,かかる改革の実施状況等を踏まえ 7
－

必要な検討を行ってまいりたいと考えている皇」一

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■■ ロ
2



繍害白零亘皐噛萎 司法法制部作成
城井崇議員（国民）

〔実際の試験結果に基づく司法試験委員会の決定〕
（委員御指摘のとおり， ）予備試験合格資格による
司法試験合格者が増えているが（注1）， 司法試験
の合格者については，実際の試験結果に基づき，法
曹となろうとする者に必要な学識及びその応用能力
を有するかどうかという観点から， 司法試験委員の
合議により適正に判定され， これに基づき司法試験
委員会において適切に決定されるものと承知してい
る。

くって， 御指摘の点もあくまでした力 日 ， ， 実際の試
験結果に基づく司法試験委員会の決定によるもので
ある。

〔近年の状況について〕

もっとも，近年の司法試験等に関する客観的な状
況として，

○予備試験の合格者数が，全体として増加してい
ること （注2）

○予備試験合格資格による司法試験受験者の合格
率が，法科大学院修了資格による受験者の合格率
よりも高いこと （注3）

が見受けられ， これが予備試験合格資格による司法

’ 4

6問予備試
えている

E

リ
一

■

ｐ

■

実合格資格による舌
里由について．法藩

法試
'副大
演合
三に
各者が増
調う ｡



試験合格者数の増加に結び付いていると見られる

ところであるゴ

（注1）予備試験合格資格による司法試験合格者の推移
平成24年58人
平成25年120人
平成26年163人
平成27年186人
平成28年235人
平成29年290人
平成30年336人

移推の数者格
人
人
人
人
人
人
人
人

合
口
６
９
１
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４
５
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３
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５
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０
４
３
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２
３
３
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４
４
４
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年
年
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ｊ
３
４
５
６
７
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９
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２
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２
２
２
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注
成
成
成
成
成
成
成
成

く
平
平
平
平
平
平
平
平

（注3）予備試験合格資格受験者と法科大学院修了資格受
験者との合格率の比較

予備試験合格資格法科大学院修了資格
平成24年 68.24％ 24.62％
平成25年 71，86％ 25.77％
平成26年 66.80％ 21.19％
平成27年 61.79％ 21.57％
平成28年 61.52％ 20.68％
平成29年 72.50％ 22.51％
平成30年 77.60％ 24.75％

【責任者‘司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯

2
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(対大臣‘冨因ﾖ･政務官）
4月24日（水）衆。文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

フ問予備試験合格資格により司法試験を受験し，

法曹となった者の評価について'法務副大臣|二問う。

〔法曹として備えるべき能力を備えている〕

（予備試験合格資格により司法試験を受験。合格

した者の法曹としての資質。能力等について，様々

な見方があることは承知しているが, ）法務省とし

ては， 司法試験に合格し， さらに司法修習を経て法

薑資格を取得した者については，予備試験合格資格

により司法試験を受験。合格したか，法科大学院修

了資格により司法試験を受験。合格したかを問わ
－

ず，法曹として備えるべき能力を身につけているも
のと考えている。

（法曹としての能力は，個々人の能力や資質のほ

か，業務形態や専門分野，実績自己研鑛の努力等

によって評価されるべきものであり，予備試験合格

資格により司法試験を受験。合格した場合と，法科
大学院修了資格により司法試験を受験。合格した場
合とで，法曹としての能力や有り様を，総体として

比較評価することは困難であると考えている｡リ
【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■ ロ

1



(対大臣｡圓因ﾖ｡政務官）
4月24日 （水）衆。文科委

司法法制部作成

城井崇議員（国民）

〔予備試験の必要性〕

平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定

で述べられているとおり， 予備試験制度は，経済的

事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの

理由により，法科大学院を経由しない者にも法曹資

格取得のための途を確保するためのものと位置付け

られており，現在においても， そのような法曹資格

取得のための途を確保する必要があり，予備試験制

度は必要であると考えている。

〔今後の検討〕

もっとも， 予備試験制度については，推進会議決

定においては， その受験者の半数近くを法科大学院

や大学生が占める上， 予備試験合格者の多くが法科

大学院在学中の者であるなど，制度創設の趣旨と現

在の利用状況がかい離しているとの指摘もされてい

るところである。

法務省としては， まずは今般の法科大学院改革を

しっかりと進めることが最優先と考えており，王瞳

'J



試験については,かかる改革の実施状況等を踏まえ，

必要な検討を行ってまいりたいと考えている q_j

内線■携割 |】司法法制部司法法制課福原課長

2

【責任者



皐
（対大臣.
4月24日

政務官）
・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

g問予備試験に合格しても重ねて司法試験を受験
しなければならず屋上屋を重ねる形となってい
るが， このような予備試験受験生の負担につい
－て，法務副大臣に問う。

〔予備試験の位置付け〕

予備試験は，経済的事情や既に実社会で十分な経
験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由
しない者にも法曹資格取得のための途を確保するも
のである。
－

したがって， 予備試験は， 司法試験を受けようと

する者が法科大学院の課程を修了したものと同等の
学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基
礎的素養を有するかどうかを判定することを目的と

して実施され，法科大学院課程修了者との同等性を
確認する試験と位置付けられる。

〔司法試験の位置付け〕

他方で， 司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士
となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を
有するかどうかを判定することを目的とするもので
ある。

したがって，予備試験と司法試験は， その目的や

1

4



位置付けを異にするものであり， 予備試験を経由し

た者については，予備試験を通じて法科大学院修了

者との同等性を確認された後に，司法試験を受験す
ることは当然に予定されている。 （したがって，予

備試験と司法試験が屋上屋を重ねるという批判は当
たらないものと理解している｡）

〔結論〕

仮に，法曹になろうとする者に 何らの条件や制

約を付すことなく，広く司法試験の受験資格を認め

るとすると，それは法科大学院を中核とするプロセ

スとしての法曹養成を見直すものであり， 司法試験
による「点」の選抜を実施しようとするものにほか

ならないから，そのような制度見直しは相当でない

と考えている』

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■ ロ
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摺杏要白雲熟噸萎 司法法制部作成
崇議員（国民）城井

’
〔予備試験合格資格による司法試験合格者の状況〕
平成SO年の司法試験最終合格者1 , 525人の

うち,予備試験合格資格による者が336人である。

このうち，司法試験の出願時である前年度の属性

として，法科大学院在学中の者が106人，そのう

ち法科大学院2年次在学中の者がgフ人である。

もっとも， このように法科大学院在学中に予備試
験合格資格により司法試験を受験し，合格した者に
ついて，その後， 司法試験合格を理由として法科大

堂院課程を中退したか否かについてまでは，法務省
として把握して堕竺』

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯 |】

1

10問法科大学院に在籍しながらプロセス養成を
経ない学生の人数について,法務副大臣に問う。



(対大臣｡冒閃ﾖ｡政務官）
4月24日 （水）衆・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

1 1問予備試験合格資格に基づき司法試験を受験
した者の人数と，今後の政府の対応について，
法務副大臣に問う。

〔予備試験合格資格に基づく司法試験受験者の人数〕

予備試験合格資格で司法試験を受験した者の数

は，平成24年がS5人，平成27年が301人，

平成SO年が4SS人となっている。

〔今後の政府の対応〕

予備試験制度の在り方については，平成27年6

月の法曹養成制度改革推進会議決定において，予備

試験については，その受験者の半数近くを法科大学

院生や大学生が占める上，予備試験合格者の多くが

法科大学院在学中の者であるなど，制度倉I設の趣旨

と現在の利用状況がかい離しているとの指摘がされ

たところである。

法務省としては， まずは今般の法科大学院改革を

しっかり進めることが最優先であり，予備試験につ

いては，かかる改革の実施状況等を踏まえ，必要な

検討を行ってまいりたいと考えているJ
【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■ ﾛ】

1



(対大臣" |罰函詞｡政務官）
4月24日 （水）衆・文科委

司法法制部作成
城井崇議員（国民）

’
〔国民民主党法案の概要〕

国民民主党が提出された司法試験法等の－部を改
正する等の法律案は，

・司法試験の受験資格を法科大学院修了者と予備試

験合格者に限定する制度等を廃止するなどの受験資
格の制限等の廃止

。司法試験に短答式及び論文式の筆記試験に加え，

口述試験を設けるなどの司法試験の方法・試験科目
の見直し

などを内容としているものと承知。

〔｢点」による選抜方法の問題点〕

旧制度下における，司法試験という「点」による

選抜の方法については，平成13年6月の司法制度
改革審議会意見書において，

○ 「受験競争が厳しい状態にあり，受験者の受験
技術優先の傾向が顕著」であるとか，

○ 「学生が受験予備校に大幅に依存する傾向が著

しくなり， 「ダブルスクール化｣， 「大学離れ」の
1

J
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ついて，法務副大臣に問う 0



状況を招き，法曹となるべき者の資質の確保に重

大な影響を及ぼすに至っている」

などと問題が指摘されていた。

こうした状況下において， 21世紀の司法を支え

る質“量ともに豊かな法曹を輩出するために必要と

なる大幅な司法試験合格者数増をその質を維持し

つつ図ることは， 「点」による選抜では困難を伴う

ことから，新たに法科大学院を中核とする「プロセ

ス」としての法曹養成制度が導入されたものと理解

しており， この認識は現在も変わっていないところ

である。

〔対案についての法務省の考え方〕

国民民主党が提出された法案については，法科大

学院の修了を司法試験の受験資格としないこととし

ていることから，法学教育。司法試験。司法修習の

有機的な連携の下で多様な人材を法曹として養成す

るというプロセス養成の趣旨が維持されず，有為な

人材が予測可能性が高い状況で安心して法曹を目指

すことができなくなるおそれがあるものと考えてい

る』

【責任者;司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■

2
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